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町民の安全を守る道路環境整備
町では､誰もが安全で択適に暮らせる｢安全･安心のまちづくり｣を目

標に掲げ､防犯活動や交通安全など地域の安全を守る事業を進めています｡

この9月､町道5号線歩道設置工事が完了しました｡この道路は､新松田

駅や足柄上病院に隣接しているため､車や歩行者が非常に多い場所となっ

ています｡しかし､以前は道路の幅員が狭く､車同士はもちろん車と歩行

者のすれ違いが非常に危険なため､事故等の危険性が指摘されていました｡

そこで､駅前踏み切りに続く県道との交差点部の車道を7メートルに広

げ､ 2.5メートルの歩道を設置しました｡また､交通量の多い交差点であ

ることを強調し､運転者にも交通安全を心がけてもらうために､車道には

滑り止めカラー舗装をするとともに､道路照明灯や白発光の道路鋲を設置

し､利用者の安全確保に努めました｡生活基盤の整備としてだけでなく､

安全･安心のまちづくりの視点も含めた｢道路整備｣を､今後も順次進め

ていきます｡　　　　　　　　　　　【問合せ】建設課　℡84-1332

遠謀:;t華

｢落書き｣を
しない.させない.許さない

町では､ ｢安全･安心のまちづくりに向けたさまざまな取り組みを行ってい

ます｡地域パトロールや啓発活動といった防犯だけでな(､皆さんの通行する

道路の整備や地域美化活動も広くは防犯に結びついていますo今回は､少し違

った観点から進めている｢安全･安心のまちづくり｣についてお知らせします｡

｢落書き｣は､犯罪です｡落書きの多い地域は､軽犯罪が多く発

生しているというデータもあります｡それは､落書きされる場所が

人の目に届きにくく､誰にも注意されない場所であると言い換える

ことができるのではないでしょうか.米国のニューヨーク市では､

街にあった落書きを徹底的に消去したところ､軽犯罪が激減したと

の成果が報告されています｡そのような効果を踏まえ､町でも公共

施設に書かれた落書きを､少しずつですが手作業で除去しています｡

地域の環境美化､地域の安心･安全まちづくりに向けて､落書き

消しなどさまざまな面から取り組んでいきます｡

【聞合せ】町民環境課　℡83-1225

※環境パトロール員は､町内の防犯並びに不法投棄などの防
止を図るため､昼夜間のパトロールを年80日間実施していま

す｡そのうち20日間は､町職員と共に落書き消しや不法投棄
されたゴミを回収しています｡

落書きは｢犯罪｣です
-

落書きは､刑法の｢器物損壊罪｣が適用され3年以

上の懲役､ 30万円以下の罰金が適用される犯罪です｡

落書をしている人を発見した場合は､警察に通報

してください｡
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一般会計の決算額は歳入49億5, 1 84万円　歳出47億6,844万円

(億円)
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13年度　　14年度　　15年度

腰五岩倉
2tgT7, 44 754 (+26.3%)

県からの負担金､補助金､委託金の収

入です｡平成17年度の主なものは､障害

者支援費や保育所運営費にかかる負担金

をはじめ､在宅介護支援センター事業補

助金､地震防災対策緊急支援事業費補助
金､重度障害者医療費に対する補助金､
また､各種統計調査などの事務に対する

委託金などでした｡このほかさまざまな

事業に関する支出金が収入されています｡

軌倉
7慮2, 9335q (-2.4%)

国からの負担金､補助金､委託金の収

入です｡平成17年度の主なものは､児童

手当などの福祉にかかる負担金や国民年
金事務等に対する委託金､寄小学校校舎

改修工事に対する補助金などでした｡

棚倉
6,肋｢-2.9%)

町民税の減税による町の減収分を補て

んするため､地方交付税と同じ会計から

交付された収入です｡地方交付税とは違
い､税などの収入の大小には関係なく交

付されるものです｡

q j好

6慮8, 7伽｢+0.2%)

町民税の減税による減収分の一部を補
てんする減税補てん償､また､平成13年

度から地方交付税の一部を振り替えた臨

時財政対策倭や庁舎建設事業債として借
り入れた収入です｡

o==#DEC^
6, 7 76石狩｢+17.8%)

町税の延滞金や預貯金の利子､町民文

化センターでの事業による収入､はかに

分類できない雑人などの収入です｡

16年度　　　17年度

9月5日から開催された町議会定例会で､平成17年度の松田町歳入

歳出決算が認定されましたので､その概要を報告します｡
一般会計の歳入は､ 49億5,184万円､歳出は47億6,844万円で､歳入歳

出とも前年度を大幅に上回る決算額となりました｡これは､庁舎建設

事業に伴う本体工事が施工されたことによる歳出の増と､その財源と

しての庁舎建設基金からの繰入金､庁舎建設事業債の発行､上水道事

業会計からの負担金などによる歳入の増が主な要因となっています｡

また､歳入歳出の差額1億8,340万円は､平成18年度予算に繰り越し

ました｡　　　　　　　【問合せ】企画財政課　℡83-1222

歳　入

彪左紺　6瘡5,75:3Eq (+7.6%)

所得税や法人税などの国税の一部を国の予算とは別にして､地方(県

や市町村)の地域による税などの収入の格差をなくすために県や市町村
に配分されている収入です｡税などの収入の多い市町村では全く配分さ

れないところもあります｡また､大規模な災害など､特別な事情がある

時にも配分されることがあります｡

※ ( )内は､前年度対比です｡

国庫支出金

地方特例交付金
1.3%

彪倉
7t%6, 02754 (-2. 7%)

平成17年度の各事業で入札などにより生じ

た剰余金や災害等の突発的な支出に備えるた
めの予算など､剰余金を繰り越した収入です｡

D=--gSM ･粛佐倉

3慮3, 457.玩甲｢+5:4%)

国や県に納められた税金などの一部が譲与

税･交付金として交付される収入です｡

地方譲与税　　　　　　8,775万円(+35.8%)

利子割交付金　　　　　695万円(-29.2%)

配当割交付金　　　　　481万円(+70.9%)

株式等譲渡所得割交付金704万円(+126.2%)

地方消費税交付金　1億1,468万円(- 5.8%)

ゴルフ場利用税交付金※6,329万円(- 5.5%)

自動車取得税交付金　4,693万円(+ 3.7%)

交通安全対策特別交付金306万円(- 1.3%)

※ゴルフ場利用税交付金とは,プレーヤーが納め

たゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が

ゴルフ場の所在する市町村に交付されるものですo

q　戯

76t%2, 203EjgEq (+3. 8%)
皆さんに直接町に納めていただいた税

金です｡徴収率は96.3%で､平成18年度

に繰り越される収入未済額は､ 5,852万

円になります｡

個人町民税　　5億9,504万円(+ 2.2%)

法人町民税　1億3,202万円(+20.9%)

固定資産税　　8億2,280万円(+ 2.7%)

軽自動車税　　　1,674万円(+ 6.5%)

町たばこ税※　　　5,543万円(+ 0.9%)

※たばこ税とは､たばこを購入した時に購入

者にかかる税金のことです｡たばこ税は､購

入した市町村などに納められますC

鹿菅野夢　9t%6,伽(+87.7%)

使用料及び手数料　6,564万円(-0.5%)

町民文化センター等の施設の使用料や各種申
請､証明書の発行等にかかる手数料の収入です｡

分担金及び負担金　8,948万円(+253.1%)

保育料や学童保育料など､町の負担する経費
の一部を保護者等から負担していただいている

収入です｡

財産収入　3,661万円(-1.0%)

町の一般会計とは別に運用している基金(貯

金)の利子､町の所有する土地等の貸付､売払
により得た収入です｡主なものは､ゴルフ場へ

の貸付による収入です｡

繰入金　7億7,600万円(+216.7%)

基金(貯金)を取崩して得た収入や他の会計か
らの収入です｡平成17年度は､財政調整基金､庁

舎建設基金と減債基金から繰り入れました｡

寄附金　56万円(-99.7%)

町民の方などからの寄附による収入です｡
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身青曹
頗7, 935Eq (+8.4%)

町民1人あたり　4万6,009円

幼稚園､小･中孝校の運営､校舎や屋内

運動場などの整備維持管理､公民館､集会

施設､図書館､体育施設の管理運営など教

育全般にかかった費用です｡

《主な事業》

○給食費保護者負担軽減補助

○国際理解教育振興事業

○適応指導教室運営事業

○寄小学校校舎改修工事

○松田中学校音楽室天井改修工事

○松田中学校トイレ改修工事

○松田中学校本校舎屋内運動場渡り廊下改

修工事

○第二幼稚園敷地整備工事

○家庭教育学級事業委託

○パソコン講習ほか

○児童遊園地遊具設置工事

○青少年交流洋上体験研修事業

○神山地域集会施設建設工事

○各種文化団体補助

○町体育協会補助

○各種スポーツ教室開催

^･#'m声

2t572,4伽巨7.8%)

町民1人あたり1万7,842円

消防組合の運営のための負担金や消防団
の運営､消火栓などの消防施設の整備にか

かった費用です｡

《主な事業》

○同報無線子局設置工事
○地域防災計画の改訂　○消火栓設置工事

○町消防団の運営　○足柄消防組合負担金

○自主防災会等補助

土木曹
4慮6, 741万符(+3.9%)

町民1人あたり　3万7,120円

道路や公園などの整備や維持管理にかか
った費用です｡

《主な事業》

○生活道路補修工事

○道路安全施設設置工事

○町道舗装補修工事

○町道5号線歩道改良工事

○町道寄15号線道路用地調査委託

○道路後退用地整備工事

○弥勧寺地内排水路整備工事

○新松田駅南口駅前広場用地調査ほか委託

○公園維持管理

○下水道･西平畑事業特別会計繰出金

町債の現在高

(会計別)

一般会計 �38壞rﾃ#sYiﾈ冷�

上水道事業会計 �(壞Rﾃンiiﾈ冷�

寄簡易水道事業特別会計 �(壞C悼iﾈ冷�

下水道事業特別会計 �#�ﾓ2ﾃ#��iﾈ冷�

合計 田x壞bﾃ鼎冓ﾈ冷�

平成17年度末現在で町債(借金)の残高は
一般会計･特別会計あわせて約67億6,949万円

となりました｡これは､町民一人あたりに換

算すると､ 53万7,602円となります｡

広報　jEフfE'

ぞの感
3t574, 3御仁47.8%)

町民1人あたり　2万7,295円

議会費　　1億298万円(+0.7)

○議会運営の経費

○議会だよりの発行ほか
公債費　2億4,072万円(-56フ%)

町の借入金返済にかかった費用です｡

※ ( )内は､前年度対比です｡

議会費2.2%

農林水産業費
2.8%

棚の敦三芳
肋(+a.3%)

町民1人あたり1万6,299円

農業､林業や商工業の振興にかかった費

用ですo

《主な事業》

農林水産業費1億3,530万円(十1.6%)

○有害獣防護柵設置工事

○城山農道改良工事

○河内農道整備工事

○西平畑農道待避所設置工事

○寄自然休養村施設管理

○ふれあい動物村管理運営

○水源の森林づくり協力協約推進事業

商工費6,993万円(+4.1%)

○町商工振興会運営費補助

○商業振興活性化対策事業補助

○中小企業振興融資･勤労者生活資金融資

預託

○町観光協会補助ほか

〇台同花火大会負担金

○土佐原遊歩道等整備工事

平成18年10月1日

腰芙務曹
7β肋｢+77.3%)

町民1人あたり14万3,215円

戸籍や住民基本台帳の管理､町税の賦課

徴収､選挙､統計､広報など町の総括的な

事務や新庁舎の建設､町民文化センターの

維持管理などにかかった費用です｡

《主な事業》
○松田町駅前支店｢コスモス館｣運営

○広報紙の発行･町ホームページの管理

○町営臨時駐車場の管理･運営
○町民文化センター大道具搬入口扉改修工事

○庁舎建設工事

○各種電算機器の賃貸借および保守･管理等

○放置自転車等対策
○国勢調査

○各種選挙事務執行

点告ぎ
7m6,物符(+2.8%)

町民1人あたり　6万954円

児童･高齢者･障害者福祉に関すること

や､健康福祉センターの維持管理などにか
かった費用です｡

《主な事業》

○町社会福祉協議会ほか福祉団体補助

○敬老会開催､敬老祝金支給

○在宅介護支援センター委託

○障害児者地域作業所運営委託

○重度障害者医療費助成

○やすらぎデイサービス事業
○保育所運営費委託

○小児医療費助成

○児童手当支給

○学童保育運営

○国民健康保険･介護保険事業特別会計繰出金

○子育て支援センター運営管理委託

鹿告ぎ
溜7, 77蜘｢+7.5%)

町民1人あたり　2万9,955円

ゴミの収集やリサイクルなどの環境対策､

住民健診や予防接種などの保健事業にかか
った費用です｡

《主な事業》

○健康診断､予防接種､がん検診等

○環境パトロール員配置
○亮とみどりいっぱい事業

○廃棄物収集運搬委託

○し尿処理委託
○足柄東部清掃組合･足柄上衛生組合負担金

○合併処理浄化槽整備費補助

○老人保健特別会計繰出金

※町民一人あたりの金額は､円単位決算額を平

成18年3月31日現在の住民基本台帳人口12,592

人で換算したもの｡

庁
舎
な
ど
の
公
共
施
設
の
建
設
に
は
多
く
の
資
金
を

必
要
と
し
ま
す
｡
ま
た
'
こ
れ
ら
の
施
設
は
'
建
設
後

長
期
間
に
わ
た
り
た
く
さ
ん
の
町
民
の
み
な
さ
ま
が
ご

利
用
で
き
る
も
の
で
す
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
'
そ

の
年
の
町
税
な
ど
の
歳
入
だ
け
で
は
賄
う
こ
と
が
難
し

い
比
較
的
大
き
な
事
業
に
対
し
て
'
国
な
ど
か
ら
借
り

入
れ
る
資
金
が
町
倭
で
す
｡

平
成
1
7
年
度
は
'
庁
舎
建
設
事
業
債
と
し
て
4
億
4
!

9
0
0
万
円
を
借
り
入
れ
ま
し
た
｡
ま
た
'
こ
の
ほ
か

に
'
減
税
に
よ
る
町
税
の
減
収
を
補
て
ん
す
る
た
め
の

減
税
補
て
ん
債
2
.
3
1
0
万
円
と
地
方
交
付
税
の
一
部

を
補
て
ん
す
る
た
め
の
臨
時
財
政
対
策
債
2
億
9
2
0

万
円
を
借
り
入
れ
ま
し
た
｡

歳
出
は
'
総
額
4
7
億
6
,
8
4
4
万
円

で
'
前
年
度
に
比
べ
5
億
5
.
7
5
5
万

円
へ
　
1
 
3
･
2
%
の
増
と
な
り
ま
し
た
｡

平
成
1
 
7
年
度
の
教
育
施
設
関
連
で
は
'

寄
小
学
校
の
校
舎
改
修
工
事
'
松
田
中
学

校
の
ト
イ
レ
改
修
工
事
や
渡
り
廊
下
改
修

工
事
'
音
楽
室
天
井
改
修
工
事
な
ど
を
行

い
'
松
田
小
学
校
と
松
田
中
学
校
で
は
庁

用
車
を
そ
れ
ぞ
れ
1
台
ず
つ
購
入
し
ま
し
た
｡

ま
た
へ
　
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
改
修
工

事
や
同
報
無
線
子
局
設
置
工
事
'
神
山
地

域
集
会
施
設
建
設
工
事
や
町
民
文
化
セ
ン

タ
ー
の
雨
漏
り
改
修
工
事
を
は
じ
め
'
町

道
5
号
線
歩
道
改
良
工
事
や
西
平
畑
公
園

進
入
路
改
良
工
事
'
更
に
は
土
佐
原
遊
歩

道
等
整
備
工
事
'
河
内
農
道
整
備
工
事
'

城
山
農
道
改
良
工
事
'
西
平
畑
農
道
待
避

所
設
置
工
事
な
ど
を
行
い
ま
し
た
｡



平成18年1｡月1日　　　　　　　　　　　広報　iフfE:I

ヽ一一･/

iZI　　-

＼--

No.496 (4)

◇特別会計等の決算の状況
(単位　万円)

会計区分 俐�?ﾂ�前年度比較 俐頽��前年度比較 

国民健康保険 ����ﾃ�3B�4,235 ���づ3SR�7,441 

国民健康保険診療所 湯�##"�71 途ﾃ塔R�△316 

老人保健 涛づ鉄��△837 涛rﾃ鉄b�453 

上水違 �#bﾃ��2�270 �#SssR�1,091 

寄簡易水道 �"ﾃ塔"�29 �"ﾃS�2�340 

下水道 鼎bﾃ��R�△7,562 鼎"��#b�△8,210 

介護保険 田bﾃcC"�3,88l 田RﾃS途�3,017 

西平畑公園 途ﾃccB�△612 途ﾃC3r�△667 

合計 �3crﾃc���△525､ �3Sr繝�B�3,149 

』下水道事業特別会計
歳入では事業費の減少に伴い､国庫補助金が前年度比60.9%､町倭が

同じく46.4%の減となりました｡また､歳出でも事業費が49.8%減とな

ったことを受け､全体で16.3%の減となりました｡

公共下水道の整備状況は､認可区域面積が216.3haで整備率は87.5%､

供用開始区域での接続率は82.3%となっています｡

■上水道事業会計

収益的収入及び支出※1
収入l億4,139万円　支出l億3Bll万円

資本的収入及び支出※2
収入　1,532万円　支出1億1,963万円

※1水道料金を主体とする収益が収入となり､サービス提供に

関する動力費や､機械･建物などの減価償却費､職員の人

件費などが支出となります｡

※2企業債や負担金が収入となり､サービス提供のための施設

整備に関する建設改良費や企業債の償還などが支出となり

ます｡支出が収入を上回る場合､消費税収支調整額と損益

勘定留保資金で補てんします｡

水道事業経営の営業収益は､給水収益が前年度対比0.8%減､営業外

収益の加入負担金も大きく56.7%と減少したことから､収益全体では6.3

%減となりました｡支出では､コスト縮減･合理化に努めた結果､前午

度対比1.1%減となりましたが､ 834,588円の純損失となりました｡これ

を前年度未処分利益余剰金で補てんしました｡

平成17年度に実施した主な工事は､上茶屋配水池築造工事､公共下水

道工事に伴う配水管布設替工事などで､水道施設の整備･拡充に努めま

した｡

下水道(下水道事業特別会計) 

下水道使用可能人口 ���ﾃ3悼�ﾂ�

年間処理量(有収水量) ��ﾃ�土�x�"�

下水道全体計画面積 �##"繙���

下水道整備済面積 ��ヲ紮���

人口普及率 塔"綯R�

上水道(上水道事業会計) 

給水人口 ���ﾃ�C��ﾂ�

年間給水量 ��ﾃ3s��vﾓ2�

1日1人当たりの最大給水量 鉄Cモ�

1m3当たりの供給単価 塔R縱H冷�

上水道送.配水管の総延長 鼎"ﾃイ�ﾒ�

新設,布設替配水管延長 塔ェﾒ�

}寄簡易水道事業特別会計
歳入では前年度比1.0%増､歳出で15.2%増､収支額3,994,880円の余剰

金が生じました｡工事は､給水管布設工事を実施しました｡

1西平畑公園事業特別会計
本会計は､西平畑公園内にあるハーブ館､ふるさと鉄道､駐車場の収

入を統合し､平成12年度に設立した会計です｡平成17年度は､桜まつり

やきらきらフェスタ､ハーブフェスティバルなどにより､ 241千人の来

園者があり､町の観光スポットとしてにぎわいをみせました｡

また､歳入の55.4%を占めているハーブ館事業収入は､昨年度より約

4.8%の増となりました｡

歳出35億7,81 4万円

■国民健康保険事業特別会計
国民健康保険は､皆さんの納めている保険税で成り立っています｡

平成17年度歳入決算の内訳を見てみると､保険税は全体のおよそ4割

を占めており､その他を国庫金や一般会計からの繰入金などで賄ってい

ます｡保険税を期日内に納めていただくこと､そして一人ひとりが自分

の健康と医療費に関心を持ち､医療費の節減にご協力いただくことによ

り､国民健康保険事業を健全に運営することができます｡

☆被保険者一人当たりの医療費は30万2,5 1 8円

保険矧ま76,991円
平成17年度､町の国民健康保険被保険者が病気をした時にかかった

医療費の総額は14億9,474万円で､これを被保険者一人当たりに換算す

ると30万2,518円となります｡この額は､前年度比で3.6%の増となっ

ています｡

■国民健康保険診療所事業特別会計

平成17年度､寄診療所では178日間で延べ9,813人の方を診療しました｡

その内､老人保健該当者が約49%を占めています｡

』老人保健特別会計
本会計の財源は､各種健康保険からの拠出金と国､県､町の負担金に

より賄われています｡平成17年度の医療費は10億5,231万円で､一人あた

りにすると70万9,586円となりました｡

高齢者の増加に伴い､医療費額も年々増加傾向にあります｡高齢者の

皆さんに元気で過ごしていただくことが､健全な財政運営につながりま

す｡病院での受診を上手く取り入れつつ､日ごろから健康づくりを心が

けていきましょう｡

■介護保険事業特別会計

平成17年度決算の実質収支は､ 1,045

万円となりました｡平成16年度と比べ､

各種サービスの利用が増大し､給付額

は5.0%伸びています｡

介護保険は､皆さんが利用したサー

ビスの費用を国･県･町の公費負担分

と､被保険者の保険料による負担分と

に分けられ､それぞれが法律に定めら

れた割合に応じて負担する仕組みにな

っています｡利用が増えると保険料も

増えるため､ 3年ごとにサービス利用

料を見込んで保険料を計算しています｡

介護保険サービス利用状況

介護保険給付費用の
負担割合

0　　　　1億　　　　2億　　　　3億 4億　　　　5億　　　　6億　円
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団◎娼苛政◎
町職員の給与･職員数など人事行政の運営状況について､概要をお知らせします｡

なお､さらに詳しい内容については､町ホームページ(http://town･matsuda･kanagawaJp/)

に掲載していますのでご覧ください｡　　　　【問合せ】庶務課庶務班　TEL8 3-1 2 2 1

l職員の任免及び職員数等に関する状況
▼職員数(一般職)の状沢(各年4月1日現在)

職員定数
一般行政　教育委員会　公営企業等 平均年齢

1 30人　1 25人　　77人　　　36人　　1 2人　　44歳7月

平成18年　130人　123人　　73人　　　35人　　15人　　45歳4月

2職員給与の状況
▼人件費(平成1 7年度一般会計決算)

住民基本

台帳人口

12,592人　4768,444　155,373 i,l 15,505

(1 8.3.31現在)　　　　千円　　　　千円　　　　千円

-;=≡三　二等

23.4% 25.6%

(注) 1　人件費には､特別職に支給されている給料や報酬などを含みます0
2　実質収支とは､歳入歳出の差し引き額から翌年度に繰り越す財源を差し引いた額です｡

▼職員給与費(平成1 8年度一般会計当初予算)

給　料　　　職員手当　期末勤勉手当　　計B

1人当たり

108人　　439,698千円　75,022千円182,405千円692,125千円　6,409千円

※職員数は､一般会計の当初予算編成時の数値のため､他の表の職員数とは一致しません｡

▼平均給料月額及び平均年齢

平成18年10月1日

349,37 1円　　　　44歳4月

246,954円　　　52歳9月

▼一般行政職の経験年数別給料月額

297,613円　326,000円　38l,917円

251700円　278,000円

▼一般行政職の初任給

1 70,200円　1 70,200円

1 38,400円　1 38,400円

▼級別職員数(平成1 8年4月1日現在)　※職員数とは､松田町の給与条例に基づく行政職の給料表の級区分による人数です｡

▼職員手当の状況　　職員には､以下の手当が支給されます｡ (平成18年4月1日現在)

地域手当

民間企業のボーナスに相当する手当

支給割合: 4.45日分

退職したときに支給される一時金
県内3市1 6町村6一部事務組合で構成する退職手当
組合より支給されます｡

民間における賃金等を考慮して職員に支給される

手当　　支給率: 6%

▼特別職の報酬等の状況
(平成1 8年4月1日現在)

747,000円

61 3,000円

582,000円
4.05月分

582,000円

350,000円

270,000円　4.30月分

250,000円

危険･困難･不健康な業務等に従事したときに支給
される手当(現行: 7種類)

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される

手当

扶養手当･住居手当･通勤手当･管理職手当等があ
ります

<~ 100 99 98 97 96 95 94 �5�7�488ﾈ5育y�C竄�,ﾘﾊy>�3x�9*ﾉ�ｩ(h,ﾈ�犬�s�3v迭ﾂン3sS#ｲ�

(93762)95.1(93518) 
(34) 

95.095.1 

(35)(32) lllLllL 

11121314151617年度 

3そ._!::

▼職員の休暇　職員には年次有休休暇が与えられます｡また親族の死

亡時などの場合には特別休暇が認められます｡

平成17年
年次有休

｢ラスパイレス指数｣
ってなあに?

ラスパイレス指数とは､給与

水準を計る物差しとなるもの
で､国家公務員を1 00として

算出したものです｡

▼職員の研修　　職員の能力開発のため研修を実施しています｡

平成1 7年
20講座

116人

▼職員の分限および懲戒処分の状況
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<地域懇談会開催日程>

開催日 ����ｨ���■時､簡< 停����ｹ�hﾘxｾ���

1 ���ﾈ��I?｢�7鋳�寄中学校屋内運動場 ��C｣��ﾒ�弥勘寺､中山､土佐原､ 
多目的ルーム 刮F津茂､大寺宮地､虫沢田代 

2 ���ﾈ��Y?｢�?｢��萱沼児童館 ��C｣��ﾒ�善ニフコ 且′lコ 

3 剞_山地域集会施設 ��Ε�����神山 

4 ���ﾈ���?｢盈ｒ�庶子集会施設 ��謄���ﾂﾒ�宮前､かなん沢､中里､城山 

5 ���ﾈ�#�?｢�7鋳�中丸地域集会施設 ��C｣��ﾒ�河内､中丸 

6 剪ｬ民文化センター ��Ε��ﾒ�中央､仲町､新松田､谷戸､ 
展示ホール 剪J津､仲町屋 

7 ���ﾈ�#)?｢�?｢��茶屋地域集会施設 ��C｣��ﾒ�茶屋 

8 剴窒ﾌ沢児童センター ��Ε�����湯の沢 

9 ���ﾈ�#�?｢�7鋳�店屋場地域集会施設 ��C｣���ﾂﾒ�町屋､店屋場 

10 剔�K公民館 ��Ε��ﾒ�中沢､沢尻 

＼もー-

＼__ノ

町では､次のとおり職員を募集します｡たくさんのご応募をお待ちしています｡

◇募集職種･採用予定人員　　一般行政職(事務) ､ 3名以内

◇受験資格　･昭和52年4月2日から平成元年4月1日までに生ま

れた方で､高等学校以上を卒業または卒業見込みの方

◇試験日　　　平成18年10月22日(目) (第1次試験実施日)

◇試験内容　<第1次試験>　筆記試験(学力､適性､作文)

<第2次試験>　面接試験(個別面接) ､身体検査

※身体検査は､医療機関において職務遂行に必要な健磨

診断を各自で実施し､健康診断書を提出Q (様式は任意)

◇試験会場　松田町役場内会議室(会場､時間等は､受験者に通知)

◇申込手続等　<申込受付>10月16日(月) ～17日(火)の2日間

<受付時間>9 : 00-17 : 00

<受付場所>松田町役場4階A特別会議室

※受験者本人が直接､書類提出できる方のみ受付｡

◇提出書類　･松田町職員採用試験申込書(総務部庶務課庶務班で

◇問合せ

配布)

※町ホームページからも取得できますo
･最終学校の卒業(見込)証明書･最終学校の成績証明書

※郵送による請求の場合､封筒の表に｢職員採用試験

申込書請求｣と朱書きし80円切手を貼った宛先明記の

返信用封筒を同封のうえ､下記宛に請求すること｡

〒258-8585　松田町松田惣嶺2 0 3 7

松田町役場総務部庶務課庶務班　℡0465-83-1221

※その他､詳細は町ホームページを参照のこと,

町HPアドレス　http:〟town皿atSuda.kanagawa.jp

神奈川ふれあいミ-ティ
参加者募集
テーマ｢元気な神奈川豊かなくらし｣～地域から考える神奈川の産業～

知事が商工業や農林水産業など､産業振興に関する県の施策や取組みを紹

介すると共に､ご参加の皆さんと直接意見交換を行います｡

また､地域テーマ｢小さな活動から大きな発信-足柄上地域の産業活動｣

を設け､地域で活動されている方の事例発表も行います｡

●日　　時10月31日(火)午後6時30分～8時30分

●会　　場　大井町立中央公民館(大井町金子1 9 9 5)

●内　　容　知事によるテーマ説明､地域の事例発表

ご参加の皆さんと知事との意見交換

●募集人数　437名

●申込方法　電話､ファックス､ハガキで｢知事と語ろう!神奈川ふれあい

ミーティング参加希望｣と表示し､参加される方の氏名(ふりがな) ､お

住まいの市町村名を明記し､ 10月24日(火)までにお申し込みください｡

▼ホームページからのお申込みはこちらから

http : Mwww･ prefkanagawa.j p/osirase此ohokenmin/shumoni/shukai/meeting/h 1 8 boshu. html

●申込先　足柄上地域県政総合センター県民課
問合せ　〒258-0021開成町吉田島2489-2

TEL83-5111　内線243　FAX83-4591

※手話通訳･パソコン文字通訳あり｡

※保育(2歳～就学前6歳)が必要な方は､ 10月24日(火)までにご予約く

ださい｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

9月3日(日) ､震度6強の東海地震が発生したとの想定で､平成

18年度町総合防災訓練を実施しました｡訓練には､ 26地区の自主防災

会､消防団､足柄上三師会(医師会･歯科医師会･薬剤師会) ､消防

組合､松田地区建設業協会､社会福祉協議会､町職員など2,5 4 8名､

町民全体の約5人に1人の参加があり､皆さんの防災に対する関心の

高さが伺えるものとなりました｡

役場新庁舎への移転後､初めての訓練となり､役場に災害対策本部

を設置し､無線による指示訓練､庁内消火訓練､足柄上三師会の協力

によるトリアージタグ訓練､ボランティア受付のほか簡易トイレの設

置訓練､起震車での地震体験訓練､開成町と合同の十文字橋緊急時対

策訓練､町施設利用者･観光客等の避難誘導､神山配水池での緊急遮

断弁復旧訓練､町内幼･小･中学校施設の被害状況調査などを行いま

した｡また､茶屋親水広場では､建設業協会ボランティアによる土の

うづくりが行われ､出来上がった1 0 0袋は町に寄附されました｡

各自治会でも消火栓･消火器の取扱訓練や放水訓練､防災資機材取

扱訓練､炊き出しなどが行われ､皆さん熱心に訓練に取り組んでいま

した｡

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
'
町
長
を
は
じ
め
へ
　
幹
部
職
員
が

皆
さ
ん
の
意
見
を
直
接
伺
う
　
｢
地
域
懇
談
会
｣
　
を
町
内
1
0
か
所
で
開
催
し

ま
す
｡
主
な
内
容
と
し
て
'
　
｢
平
成
1
 
7
年
度
の
事
業
実
績
と
今
年
度
の
事

業
執
行
状
況
｣
　
へ
　
｢
安
全
･
安
心
の
ま
ち
づ
く
り
'
地
域
の
課
題
･
問
題

点
｣
　
の
意
見
交
換
等
を
行
う
予
定
で
す
｡

｢
よ
り
良
い
松
田
町
｣
　
を
つ
く
る
た
め
に
'
皆
さ
ん
に
会
場
に
お
越
し

い
た
だ
き
'
ご
意
見
･
ご
要
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
｡
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｣
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個人什l(税､
市町村は､住民税や固定資産税など(地方税)を主な財源として､住

民の方に行政サービスを提供していますが､その他に国が国税として隻

めた財源の一部を国庫補助金などとして受けています｡

しかし､この仕組みは様々な制約があり必ずしも地域の実情に合わな

いため､補助金を廃止し税改正によって国税である所得税の一部を地方

税である個人住民税へ移譲することとなりました｡この改正を受けて､

町では9月議会で個人住民税の税率変更が議決されましたので､今回そ

の概要についてお知らせします｡ 【問合せ】税務課　℡83-1224

これまでは､個人住民税所得割の税率は､所得に応じ3段階に税率が分けられていましたが､平成19年度から一律10%に変わります｡国の所得税

(平成19年分)については､現在の4段階から6段階に変わります｡この結果､課税所得2 0 0万円以下の方は､個人住民税が5%から10%に引き上

げられますが､所得税は10%から5%に引き下げられますので､全体の税額の負担は変わらないことになります｡

～所得税と個人住民税の比較～

所　得　税 個人住民税(所得割)

(町民税)

(県民税)

所　得　税

一律10%

6% (町民税)

個人住民税(所得割)

※個人住民税と所得税では､基礎控除や扶養控除などに差がありますので､両税を合わせた税負担に変動が生じないよう調整されて

います｡なお､平成19年度からこのほか県民税には水源環境保全税が上乗せして課税されます｡

～独身者と夫婦+子ども2人の税額～

○独身者の場合

給与収入 凭閏ﾙ�ﾃ�吋�7���%�犬�陶4ｒ糘�･.､所得税_㌔ 啌頷ｩj��R�絹+, 

300万円 ��#Bﾃ����64,500 ��モﾃS����

500万円 �#Sづ����163,000 鼎#�ﾃ����

700万円 鼎sBﾃ����307,0()0 都��ﾃ����

1000万円 涛cbﾃ����553,000 ��ﾃS�津����

○夫婦+子ども2人の場合

給与収入 兌ﾙ�ﾃ�吋��ｲ粳��｢�鐙冷停�
所得税′ 伜刋估ﾄﾂ�､計※､ 

300万円 ���9,000 湯ﾃ����

500万円 ���津���ﾒ�76,000 ��迭ﾃ����

700万円 �#c2ﾃ����196,000 鼎S津����

1000万円 田モﾃ����442;000 ��ﾃ�3�ﾃ����

誉平成 ��僖�7�49%�49zr�:円仁 

所得艶.: 唸ﾜyj��Xﾋ��㌔.歓､く 
62,000 ��#bﾃS���188,500 

160,500 �#c�ﾃS���421,000 

376,500 鼎�BﾃS���781,000 

868,500 田S�ﾃS���1,519,000 

^平射､9年度,(単駁 剋m円) 

覇韓税誉 ����j��ZJH�9?��章計 

0 湯ﾃ����9,000 

59,500 ��3RﾃS���195,000 

165,500 �#�2ﾃS���459,000 

590,500 鉄3津S���1,130,000 

夫婦+子ども2人の場合､子どもの1人が特定扶養親族(16歳以上23歳未満の方)に該当するものとしています｡
一定05社会保険料が控除され亀ものとして計算しています｡

住民税には､均等割は含まれていません｡

i
■■-■■■■ --■-■ ■■-~■■1- - ■-

監　定率減税の見直しにつし
定率減税とは､税額から一定の額を控除する措置です｡平成18年度の税制改正により､

廃止されることになりました｡

住民税 兌ﾙ�ﾃ�yD�7瓜｢�平成18年度分 ��
所得割額の15%控除(上限4万円) 傀ｩ;險Hｧｨ,ﾃr絣XﾕH���8ﾌ�)iﾈ冷�� 儉��

所得税 兌ﾙ�ﾃ�yD饂｢�平成18年分 ��
所得税額の20%相当額(上限25万円) 傀ｩ;��Xｧｨ,ﾃ��Y�ｩ9hｧ｢��8ﾌ��)iﾃY�x冷�� 

i

匿　　住民税老年者非課税措置の廃止について

匡　　　　65歳以上の方で､前年の合計所得金額が1 2 5万円(年金収入で2 4 5万円)以下の方については､課税されませんでしたが､

I-: ∴∴二二∴　~三三∴二二二二TI--千三二三一定-:ItTi--- 1こて
は､従来どおり非課税となります｡

平成18年度分 ����平成20年度分 

税額の3分の2を軽減 �2�彬 剏ｸ額なし 

(税額の3分の1を課税) ���(税額の全額を課税) 

1

　

2

　

3

※

　

※

　

※
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○一定以上の所得がある方の自己負担割合が変わります

70歳以上または老人保健で医療を受ける方のうち､現役並みの所得の

ある方は､医療機関に支払う自己負担割合が2割から3割に引き上げら

れます｡現役並み所得者以外は､ 1割のまま据え置かれます｡

<9月30日まで>　　　　　　　　<10月1日から>

現役並み所得者 �(ｨB�

一般.低所得Ⅰ.Ⅱ ��ｨB�

現役並み所得者 �8ｨB�

一般.低所得Ⅰ.Ⅱ ��ｨB�

※現役並み所得者とは､ 70歳以上の国保被保険者または老人保健で医

療を受ける方のうち､ 1人でも一定の所得(課税所得が1 45万円)以

上の方が同一世帯にいる方を示します｡

ただし｢現役並み所得者｣に該当される方であっても総収入額が基準

に満たない方については､窓口における自己負担割合及び自己負担限磨

額について｢一般｣の基準適用の措置があります｡詳しくはお問い合わ

せください｡

※ ｢一般｣とは､現役並み所得者､低所得Ⅰ ･ Ⅱのいずれにも当てはま

らない方､ ｢低所得Ⅱ｣とは同一世帯全員が住民税非課税の方(低所得

Ⅰ以外) ､ ｢低所得I｣とは同一世帯の全員が住民税非課税で､その世

帯の判定対象者の各所得が必要経費･控除を差し引いた時に0となる方

を指します｡ (年金の所得は控除額を8 0万円として計算します｡ )

出産育児一時金の支給額が
引き上げられます

国民健康保険の被保険者が出産※した場合の出産育児一

時金が､ 10月1日の出産分より35万円(従前は30万

円)に引き上げられました｡

※社会保険を離脱してから､ 6か月以内の出産を除く｡

みんなでハン ドメイド
(手づくり)

まつだ産崇まつ

個人優勝ほか､好成績を残す!
方

な乗り方を身につけ､交通事故防止につなげようと毎年行われているち

のです｡足柄上地区1市5町の小学生19チームが参加し､学科テスト､

安全走行テスト､技能走行テストなどの競技を行いました｡

その結果､ 4人1組のチーム成績を競う団体では､第4位に松田町は

やぶさチーム､第5位に松田町つばめチームが入賞､また個人の部では､

たかチームの古谷勇磨くんが優勝､ 4位に竹内真麻さん､ 8位に戸揮泰

己くん､敢闘賞に白石玲奈さんが選ばれました｡夏休み期間中､交通指

導隊の皆さんの指導や保護者の協力のもと､練習を積み重ねた成果を十

分に発揮しましたo　　　　　　【問合せ】庶務課　℡83-1221

1　1　1　I I I I I J I L　1　1　1　-　PII Pq I I I I L LI L　1　-　- II I I I L L L　1　-　-　I I I I I I I ～ I I I I L

l

:住み良い生活環境を守ろう!不法投棄撲滅キャンペーン:
:快適で住み良い生活環境を保全するために､県･足柄上地域の1 :

:市5町では､平成14年から不法投棄撲滅のための推進事業を実施して:

:います｡今年度は､松田町と開成町がキャンペーンのメイン地区と:

:なり､様々な取り組みを実施しています｡自然豊かな｢ふるさと｣ :

:を守り続けていくために､町民の皆さんのご協力をお願いします｡ :
l l

l                                                                        l

:　～平成18年度　今後の活動予定を一部紹介します～　:
: 9月～11月街頭啓発事業の実施(ll/3町産業まつりなど)　　　:

: 10月～　看板･のぼり旗･ポスターの掲示による啓発　　　:
l                                                                        l

: 10月7日　丹沢･大山クリーンキャンペーン　　　　　　　　:

:　　　　路線バス内の不法投棄撲滅アナウンスの実施　　　　:

: 11月12日　不法投棄撲滅キャンペーン総大会(足柄上合同庁舎)　:

:　　　･小学生によるポスター､標語の入選者表彰　　　　:

;　･松田町･開成町の中学生による｢ごみゼロサミット潤催…
■ 11月～　　不法投棄防止用監視カメラ､ライト設置事業の実施など:
l

L_____________________T_________._________________I

松田山ハーブガーデンには､年間を通じて五感で楽しむことのできる

多種多様なハーブが植栽されていますo　フェスティバル期間中は､色と

りどりのセージが見ごろとなりますo

さわやかな季節､日ごろの疲れを癒しに､ハーブガーデンへ足を伸ば

してみませんか｡

【日　　時】  10月21日(土)～11月5日(日)

9 :00′-17:00

【場　　所】　松田山ハーブガーデン(西平畑公園内)

*工芸教皇　｢木の枝を使ったミニフレーム｣ (期間中毎日)

600円　11 : 00-14: 30 (受付)

｢キャンドルリース･天使とともに｣ (火曜日を除く)

3,500円　10: 00-12:00

※前日までに要予約｡

押花ギャラリー､ワークショップも開催.

*その他ハーブ苗､農作物の直売など､ 1 1月3日は､産業まつり会場

間で無料のシャトルバスを運行します｡ (JR松田駅､十文字橋下河原臨

時駐車場発着)

【問合せ】松田山ハーブガーデン　℡8511 177

●
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催
･
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図書館
だより

済正巳藍≡盟
おはな　し会　　3日､ 10日､ 17日の火曜日

15:30-16:Loo､子どもコーナー

休　　館　　日　　毎週月曜日

開　館　時　間　9:30から17:00

寄出張所図書館　月～金曜日13ニ30-16:00

☆図書館の本もご希望により借りることができま

す｡貸出期間･貸出冊数は､図書館と同じ2週間

5冊まで｡

二･ヒ<　鳶

一　般　書

｢世田谷一家殺人事件｣

｢アメリカよ､美しく年をとれ｣

｢宇宙授業｣

斉藤　寅

猿谷　要

中川人司
｢風の影｣上･下　　カルロス･ルイス･サフォン

｢あなたの話はなぜまわりくどいか｣

｢安徳天皇漂海記｣

｢脳の中の小さな神々｣

｢ハルとナツ｣

ここ諾註済

｢東京R不動産｣東京R不動産著

普通の物件ではない､風変わ

りでクセのある､でも愛すべき

物件が集められていますo家は

矢幡　洋

宇月原晴明

茂木健一郎

橋田寿賀子

住d3人の=夫次第で物語のある　轡

住まいに変わります｡

児　童　書

｢ぎぶそん｣

｢いのちの食べかた｣

｢ハナゴンドゥのノンちゃん｣

｢いのちはプレゼント｣ 18トリソミ-

｢ジャック･スパロウの冒険｣

｢包帯クラブ｣

｢宇宙に行くニヤ｣

伊藤たかみ

森　達也

井上こみち

渡辺えいこ

ロブ･キッド

天童荒太

山田ふしぎ

--1､Iq指　謂茄

｢にせこセことわざずかん｣　荒井良二　著

ことわざで言葉遊び｡

にせてつくったことわざ

が､何故かおかしい｡ユ
ーモラスな絵と共に楽し

めます｡

※新着図書は6日から12日まで展示と予約､貸出

は14日からです｡全2 3 0冊の抜粋です｡雑誌の

リサイクルはナンバー､日経エンタテイメント､

日経マネーです｡第1､第3土曜日に出します｡

体

柁EBコRoLJウ崇
今年､町体育協会が創立50周年を迎えま したo　町のスポーツ振興やスポーツを通じての健康

づくりに尽力してきました｡これを記念し､ ｢記念式典｣ ､ ｢松田スポレク祭｣の開催や記念誌

の発行等を予定しています｡ ｢松田スボレク祭｣では､小さなお子さんから､高齢者の皆さん

まで楽しめるさまざまな種目や企画を用意しています｡さわやかな秋の一目､体を動かし､い

い汗をかきませんか｡多数の皆さんの参加をお待ちしています｡

【問合せ】町体育協会　℡･FAX83-6600

●

sE･5E3RTS jtJj'! ･ツIJ.(三∋lft･.:i'ヨLfq祢≡己, S和RTS ･

欝　鰐　8月27日(日)

湯　煎　町体育館

参　潜EI　22チーム､ 66名

成　績　男子一部

優　勝　おたまじゃくし

準優勝　DDT

3　位　たなかクラブA･B

男子二部

優　勝　たなかクラブD

準優勝　松田中A

3　位　松田中C　　　　　鴬′リサ燕†松田中学校体育館

･女子一部　　　　　さ参〟‥漉' 9チーム､ 98名

優　勝　たなかクラブA　　域　薄さ

準優勝　おたまじゃくし　　　優　勝　店屋場･神山チーム

3　位　遠藤クラブB､ATC　準優勝　寄ばらチーム

･女子二部　　　　　　3　位　寄さくら､寄ゆりチーム

優　勝　松田ポピー

準優勝　卓愛クラブ

3　位　松田中A､寄中

｢町文化祭｣を開催します｡展示､芸能発表､実演に､約50の各種文化団体､町内各幼･小･

中学校､福祉団体､有志の皆さんが参加します｡展示作晶､芸能発表など､どなたでも自由に

ご覧になることができ､お茶会や紙芝居､チャリティーバザーにも参加できますo文化･芸術

の秋を満喫しに､ぜひ足をお運びくださいo　　　　【問合せ】生涯学習課　℡8 3-7 0 23

10月28日(土)　展示･実演　9:00-17:00　展示ホール､ 1階ホワイ工ほか

10月29日(日)　展示･実演　9:00-16:00　　　　　　〝

芸能発表　9:30-16:00　町民文化センター大ホール

チャリティーバザー　9 : 30-　　　　　町民広場他

※駐車場の混雑が予想されますので､車での来場はご遠慮ください｡

■.｢宝つ

今年もやります!大好評のやっこさん

宝つり大会｡ 300個の風船がやっこさ

んの顔の大ボードについています｡風船

めがけて棒を当て､割れた風船に記され

た賞品をゲットしてもらいます｡

日　　時11月3日(金･祝)正午～

場　　所　産業まつり会場内特設テント

【問合せ】松田やっこさんシール会事務局　℡8314983

rl;,ud3112わまわくお買
第2次
販売開始

10%プレミアム付商品券(わくわくお買い物券)が第2次販売と

して､発行総額2,200万円で11月3日より販売開始です｡

今回は､早期完売が予想されます｡売り切れ次第終了致しますの

で､購入はお早めに!

販　　売11月3日(金･祝)より､産業まつり会場を中心に町内

販売所で発売開始｡

発行券1枚1,000円(11枚で-単位)

購入単位10,000円単位(1世帯当り5万円まで購入可能)

使用期間　平成18年11月3日～平成19年2月28日まで

【聞合せ】松田町商工振興会事務局　℡83-4983
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開催時間　各教室共10時～

他教室開催日､ 1 2日を除く毎日)

費用　3,500円(税込)

ほうき草､ユーカリ､ラムズイヤー､アナ

ベルなどで作った秋色のリースに､キャンド

ルと天使を合わせます｡秋からクリスマスま

で楽しめるリースです｡

費用　2,500円(税込)

費用　2,000円(税込)

④陶芸教室:サンタ人形(14日)

費用　3,000円(税込)

リフォ-ム率ヤンぺ-ン10/1-15 13:00-　費用2,500円～

栗城童子押し花展･杉野宣雄ボタニ離レア-卜展10/8-ll/5

ワ-タショップ10/22､ 29　押し花マグネット　500円

※その他､ご要望に応じて承りますので､お問い合わせ下さい｡ ℡83⊥7707(直通)

工房のホームページが出来ました｡ぜひ､ご覧ください｡
http://www16.plala.or.jp/kurafuto/

曜 催　し　物

◆第77国　ミニたんけん日 9:30-ll:30

｢ススキの穂を使ってミミズクを作る｣

会場　自然館

対象　小･中学生･一般

申込み10月25日(水)まで､自然舘(℡82-7345)へ

参加者氏名･人数･電話番号をお知らせください｡

○今月の自然　～自然のめぐみ～
秋は果物の大半が出揃う季節｡特に10月は､りんご､ナシ､カキ､

ブドウ､ミカン､クリなど､実に多くの果物や木の実が食卓を彩りま

す｡野山に出かけると､野性のクリ､ギンナン､アケビ､ヤマブドウ

等､豊かな木の実に出会えます｡自然の恵みに触れてみませんか｡

子どもの

曜 催　し　物

日本の古典に親しむ｢落語｣

出演:楽志亭一生さん(山口宣秀さん)
～ことばを手がかりに､自分の中で創造す

る｢語りの世界｣を味わいましょう｡

●演目｢道具屋｣了長短｣

文化講座｢あしがら塾｣講師:竹内清さん
～山と川にはぐくまれた｢足柄の自然と文化｣

●テーマ｢あしがら草木物語｣植物社会の

見方と先人の知恵ほか

☆展示コーナー

●民俗楽器と手づくり楽器　●あしがらの岩石　協力:竹内　清さ

ん　●おりがみコーナー｢虫の王様　カブトムシとクワガタ｣

町民文化センター大ITt-ル催し物898R3.[7BBR27
･良. 唳v｢�､十催告し_黒物告 傀�H����-.藩壕料. 侏���ﾜ8ﾔh�ｲ钁��

7 �7��松臼中学校 ��3｣�R�無料 傴ﾉ69(hｧxﾕ｢�
文化活動発表会 剴�"ﾓ##c��

8 �?｢�橋本京子リサイタル ��C｣���3,000円 仆Igｸｹ韈��
｢このときめきを伝えたい｣ 剴���ﾓSS�ふCC3R�

22 �?｢�米若会25周年記念発表会 ���｣3��無料 兔H��橙��"ﾓS33R�

23 佇��松由町民文化センター自主事業 ��C｣���学校関係者 �*ﾉj�h嶌5ｨ985��ｲ�
｢馬頭琴コンサート｣ 刪齦箔�皷ﾂ 塔2ﾓs�#��

29 �?｢�松田町文化祭芸能発表会 涛｣3��無料 ��h･Xｧx�擺��2ﾓs�#2�

※内容･入場券等は､主催者に直接お問い合わせください｡
※主催者の都合により､内容が変更される場合がありますのでご了承ください｡なお､来
館には公共交通機関をご利用ください｡

※今月の休館日は､ 2. 9. 16. 23. 30日です｡

※10月23日の松田町民文化センター自主事業については､お席に多少余裕がありますので
観覧をご希望する場合は､主催者までご連絡ください｡

▲8月26日(土)まつだ観光まつり､あしが

ら花火大会風景

鍵和田カウさん

No.496 (10)

▲松田地区建設業協会(代表理事　石井公民)

から､ ｢災害時等に活用してほしい｣と土のう

1 00袋､ブルーシート50枚が町へ寄附されま

した｡土のうは､町総合防災訓練で建設業協会

員の皆さんによって袋詰めされたものです｡暑
い中での作業､お疲れ様でした｡

真仁田チメさん

▲9月18日(月･祝) ､敬老会を開催しました｡ 99歳､ 100歳以上の皆さんに､お祝いの花束

と祝金が贈られました｡ (鍵和田カウさん(105歳) ､中津川キンさん(99歳)､小嶋すみさん

(99歳) ､真仁田チメさん(99歳))

法　　　律

3日(火)､11月7日(火)

9 :15-ll:45町役場会議室

<事前予約制>※先着6名まで

【問合せ】庶務班　怒8311221

人権･行政
◆13日(金) 10:00-12:00

町民文化センター第2学習室

保健(時間は受付時間) ▼

･すくすく育児相談

3日(火)　9:30-10:30

保健センター

24日(火)　9:30-10:30

宇津茂地域集会施設
･ポリオワクチン投与(集団接種)

16日(月) 13:30-13:40

寄診療所

20日(金) 13:00-13:20

保健センター

31日(火) 13:00-13:20

保健センター
･ 3歳児健康診査

18日(水) 12:50-13:15

保健センター
･ 3-4か月児健康診至､ BCG接種

11日(水) 13:00-13:15

保健センター
･ 2歳児歯科健診

27日(金) 13:00-13:20

保健センター

納税　　　･

町県民税(3期)
10月31日(火)

国民健康保険税(6期)
10月31日(火)

介護保険料(4期)
10月31日(火)

町民税班　　　℡83-1224

国保年金班　　℡83-1225

介護･障害班　℡83-1226

戸籍の窓lB
8別6日から9月15日まで受け付けた方

※掲載承諾者のみ(敬称略)

お誕生おめでとう

赤ちゃん　保護者

義幸　中　央

卓也　中　里

康智　沢　尻

お悔やみ申し上げます

かなん沢

神　山

町　屋

惹水準塵準当兼業_ミ恭藻 
白 仂h�)kﾂ�電話 

1′-4 �ｹTﾘ夊ⅹ5��℡｢83-0100 

5.-ll �ｸ鉑69�ﾙOXﾔ鮎b�℡82-0609 

12-18 �ｸ��棠�ﾙOXﾔ鮎b�1匹82-4991 

19-25 �ｨﾄi�(ﾔ洩�5��℡34-2511 

26-31 �ｸ��~握xﾔ��℡89-2528 

｡編集･発行　松田町総務部企画財政課　〒258-8585松田町松田惣領2037番地　℡83-1222　町HPアドレスhttp://town.matsuda.kanagawa.jp/
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